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資料編 
（１）用語の説明 

 

居住水準 

国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるよう、国土交通省が住生活基本計画で定め

た目標※をいい、最低居住面積水準と誘導居住面積水準（一般型、都市居住型）の２つの水準を設定

している。家族人数に応じて住戸の規模※、設備、性能等の基準が定められている。 

※令和８年３月に閣議決定された住生活基本計画（全国計画）では、削除されている。 

 

住宅ストック 

ある時点において、既に存在している住宅もしくはその住宅総量 

 

バリアフリー 

障壁（バリア）をなくすという意味で、住宅や公共施設等の床の段差解消や手すり設置等により、

誰もが支障なく使えるよう配慮すること 

 

フロー 

①「流れ」のこと、②経済諸量が一定期間内に変化または生起した大きさを示す概念。本調査で

は新しく供給される住宅数で、住宅ストックに対する概念として使用。 

 

ライフステージ 

年齢にともなって変化する生活段階のこと。年代別の生活状況をいう。 

 

ライフスタイル 

生活様式。特に、趣味・交際などを含めた、その人の個性を表すような生き方。 
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（２）居住水準について 
 

■住宅性能水準 

住宅性能水準は、世帯の構成及び状況に応じた住替えを含む居住者ニーズ及び将来世代への継承を

含む社会的要請に応える機能・性能を有する良好な住宅ストックを形成するための指針となるもので

あり、その内容は以下のとおりとする。 

１ 基本的機能 

  (1) 居住室の構成、規模等 

① 各居住室の構成及び規模は、個人のプライバシー、家庭の団らん、接客、余暇活動等に配

慮し、他の基本的機能、居住性能、利便性等の居住者の多様なニーズも勘案の上、適正な

水準を確保する。 

② 専用の台所その他の家事スペース、便所（原則として水洗便所）、洗面所及び浴室を確保

する。ただし、適切な規模の共用の台所及び浴室を備えた場合は、各個室には専用のミニ

キッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれば足りる。 

③ 世帯構成に対応した適正な規模の収納スペースを確保する。 

④ その上で、今後の住宅ストックの充実に当たって供給・流通を促していく住宅の規模は、

これまでの単身世帯の最低居住面積水準が 25 ㎡以上とされてきたことにも留意しつつ、

2050 年に向けて増加が見込まれる単身世帯が都市居住に当たってゆとりのある住生活を

営むことができる規模及び、２人世帯、３人世帯若しくは夫婦と２人の未就学児等からな

る世帯が生活を営むことができる規模を考慮して、40 ㎡程度を上回る住宅とする。 

⑤ なお、主として既存住宅の活用が想定されるセーフティネット登録住宅、居住サポート住

宅等、政策目的に照らして適正な水準を確保する必要がある場合は、上記によらないこと

ができる。 

  (2) 共同住宅における共同施設 

① 中高層住宅については、原則としてエレベーターを設置する。 

② バルコニー、玄関まわり、共用廊下等の適正な広さを確保する。 

③ 集会所、こどもの遊び場等の設置及び駐車場の確保に努める。 

④ 自転車置場、ゴミ収集スペース等を確保する。 

 

２ 居住性能 

  (1) 耐震性等 

想定される大規模地震・暴風等による荷重・外力に対し、構造躯体が倒壊等に至らないように、

耐震性能を含む構造強度について、適正な水準を確保する。 

  (2) 防火性 

火災に対して安全であるように、延焼防止及び覚知・避難のしやすさについて、適正な水準を確

保する。 

  (3) 防犯性 

外部からの侵入を防止するため、出入口や窓等の侵入防止対策等について、適正な水準を確保す

る。 
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  (4) 耐久性 

長期の安定した居住を可能とする耐久性を有するように、構造躯体の劣化防止について、適正な

水準を確保する。 

  (5) 維持管理等への配慮 

設備配管等の維持管理・修繕等の容易性について、適正な水準を確保する。また、増改築、改装

及び模様替えの容易性について、適正な水準を確保する。 

  (6) 断熱性等 

快適な温熱環境の確保が図られるように、結露の防止等に配慮しつつ、断熱性、気密性等につい

て、適正な水準を確保する。また、住戸内の室温差が小さくなるよう、適正な水準を確保する。 

  (7) 室内空気環境 

清浄な空気環境を保つため、内装材等からの化学物質、石綿等の汚染物質発生防止、換気等につ

いて、適正な水準を確保する。 

  (8) 採光等 

窓等の外壁の開口部からの採光等について、適正な水準を確保する。 

  (9) 遮音性等 

隣接住戸、上階住戸からの音等が日常生活に支障とならないように、居室の界床及び界壁並びに

外壁の開口部の遮音等について、適正な水準を確保する。 

  (10) 高齢者等への配慮 

加齢による一定の身体機能の低下等が生じた場合にも基本的にはそのまま住み続けることがで

きるように、住戸内、共同住宅の共用部分等について、段差の解消、手すりの設置、通路及び出入

口の幅員の確保、便所の配置等に関し、日常生活の安全性及び介助行為の容易性に係る適正な水準

を確保する。 

  (11) 子育て世帯等への配慮 

子育て世帯における多様な住まい方・働き方へ対応できるように、見守りのしやすさや可変性の

ある間取り、収納や設備の工夫、転落防止の手すりやクッション性のある床材、丸みをもたせた壁

や柱の角など、子育てしやすい居住環境とこどもの事故防止に関して、適 

正な水準を確保する。 

  (12) その他 

家具等の転倒の防止、落下物の防止、ガス漏れ・燃焼排ガスによる事故の防止、防水性、設備等

の使いやすさ等について、適正な水準を確保する。 

 

３ 外部性能 

  (1) 環境性能 

再生可能エネルギーの利用、断熱性の向上やエネルギー効率の高い設備機器の使用など、32 エ

ネルギーの使用の合理化、断熱材のノンフロン化等について、適切な水準を確保する。また、建設・

解体時の廃棄物の削減、解体処理・リサイクルの容易性、地域材・再生建材の利用、雨水・雑排水

の処理・有効利用、グリーンインフラの考え方も踏まえた敷地内の緑化等について、適切な水準を

確保する。 

  (2) 外観等 

外壁、屋根、門塀等の配置及びデザインの周辺との調和について、適切な水準を確保する。 
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■居住環境水準 

居住環境水準は、地域の実情に応じた良好な居住環境の確保のための指針となるものであり、それ

ぞれの項目が、地域における居住環境の現状、課題等を把握し、整備、誘導等の方向性を示すための

要素となる。 

居住環境水準の項目は、以下のとおりとする。 

  (1) 安全・安心 

① 地震・大規模な火災に対する安全性 

地震による住宅の倒壊及び大規模な火災に対して安全であること。 

② 自然災害に対する安全性 

津波、高潮、出水、がけの崩壊等の自然災害に対して安全であること。 

③ 日常生活の安全性 

生活道路の安全な通行及び犯罪発生の防止に配慮されていること。 

④ 環境阻害の防止 

騒音、振動、大気汚染、悪臭等による居住環境の阻害がないこと。 

  (2) 美しさ・豊かさ 

① 緑 

緑等の自然を確保し、自然環境に関する快適性を享受することができること。 

② 市街地の空間のゆとり・景観 

住戸及び住棟の隣棟間隔、空地等を有し、日照、採光、眺望、プライバシー等が立地条件

等に応じて適切に確保されていること。また、地域の気候・風土、歴史、文化等に即して、

良好な景観を享受することができること。 

  (3) 持続性 

① 良好なコミュニティ及び市街地の持続性 

バランスのとれた地域の良好なコミュニティの維持、住宅の適切な維持管理、建替え等に

より良好な居住環境が維持できること。 

② コンパクト・プラス・ネットワークの実現への配慮 

立地適正化計画に基づく持続可能な都市構造に配慮したまちの構成であること。 

③ 環境負荷への配慮 

グリーンインフラの活用等により、環境への負荷の低減や自然との共生が実現できるまち

の構成であること。 

  (4) 日常生活を支えるサービスへのアクセスのしやすさ 

① 高齢者、子育て世帯等の各種生活サービスへのアクセスのしやすさ 

高齢者、子育て世帯等が日常生活を支える各種サービスに容易にアクセスできること。 

② ユニバーサルデザイン 

高齢者、障害者をはじめとする多様な者の円滑な移動の経路等が確保されていること。 
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（３）令和５年住宅・土地統計調査の概要 

 
①調査の目的 

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並び

に現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査

し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の資料を得る

ことを目的としている。なお、本調査は昭和 23 年以来５年ごとに実施されており、今回の調査は

16 回目にあたる。 

 
②調査の対象と抽出方法 

調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれ

らに居住している世帯(1調査単位区当たり 17 住戸、計約 340 万住戸・世帯)を対象とした。抽出方

法は下記のとおりである。 

1. 令和２年国勢調査 調査区から、刑務所・拘置所のある区域、自衛隊区域、駐留軍区域及び

水面調査区を除き、住宅の所有の関係の割合等により調査区を層化した。 

2. 市区町村の人口規模別に調査区抽出率を設定し、約 20万調査区を抽出した。 

3. 抽出された調査区のうち、120 住戸を超える調査区については分割して単位区を設定、120

住戸以下の調査区については調査区を単位区とした。 

4. 設定（分割）された単位区から、調査単位区を抽出し、調査地域とした。 

5. 2.で抽出された調査区から系統的に抽出した約３万調査区に設定された調査単位区を調

査票乙対象調査単位区とした（調査票乙の調査対象は計約 50 万住戸・世帯）。 

 
③調査の時期 

令和５年 10 月１日午前零時現在 

 

④調査項目 

世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項につ

いて調査がなされた。 

 

調査票

甲及び

乙 

世帯に関する事項 世帯主又は世帯の代表者の氏名、構成、同居世帯、年間収入 

家計を主に支える人

に関する世帯員又は

世帯主に関する事項 

従業上の地位、通勤時間、子の住んでいる場所、現住居に入

居した時期、前住居に関する事項 

住宅に関する事項 居住室の数及び広さ、所有関係に関する事項、家賃又は間代

等に関する事項、床面積、建築時期、設備に関する事項、建

て替え等に関する事項、増改築及び改修工事に関する事項、

耐震に関する事項 

現住居の敷地に関す

る事項 

敷地の所有関係に関する事項、敷地面積、 取得方法・取得

時期等 

現住居以外の住宅及

び土地に関する事項 

所有関係に関する事項、利用に関する事項、所在地、建て

方、取得方法、建築時期、居住世帯のない期間 

現住居以外の土地に

関する事項 

所有関係に関する事項、利用に関する事項、所在地、面積に

関する事項、取得方法、取得時期 
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建物調

査票 

住宅に関する事項 世帯の存在しない住宅の種別、種類 

建物に関する事項 建て方、構造、腐朽・破損の有無、建物全体の階数、敷地に

接している道路の幅員、建物内総住宅数、設備に関する事項 

 

⑤調査の方法 

●調査の流れ 

調査は、総務省統計局を主管部局とし、総務大臣－都道府県知事－市町村長－指導員－調査員－

調査世帯の流れにより実施した。 

●調査の方法 

ア  調査は調査員、調査員の事務を一部行う指導員及び調査員事務を受託した事業者 

 （以下「調査員等」という。）が下記のとおり実施した。 

・調査員等は、担当する調査区内の調査対象世帯（以下「世帯」という。）にインターネット

回答（オンライン調査）用の調査書類を世帯の郵便受けに入れる等して配布。世帯は９月 15

日（土曜日）～10月 8日（月曜日）の期間にインターネット回答を行った。 

・9 月中旬頃にインターネット回答のあった世帯を特定し、９月下旬に回答のなかった世帯に

対し、調査員等が世帯を訪問し、紙の調査書類一式を配布した。世帯はインターネットによ

る回答、記入した調査票を調査員等に提出する方法及び郵送により提出する方法により回答

を行った。（平成 30 年調査オンライン回答率=23.3％） 

ただし、世帯員の不在等の事由により、前述の方法による調査ができなかった世帯について

は、調査員等が、当該世帯について「記入者氏名」及び「世帯の構成」に限って、その近隣

の者に質問することにより調査した。 

・調査員等が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、建物調査票

を作成した。 

イ  調査票は、調査単位区ごとに、甲又は乙のいずれか一方のみを配布した。調査単位区の

甲・乙の割り振りは、全国平均で 6対 1となるように行った。   
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（４）令和５年住生活総合調査調査票 
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